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宇都宮市軽費老人ホーム利用料等取扱要綱 

目次 

第１章 総則（第１条－第２条） 

第２章 軽費老人ホームの利用料等（第３条－第７条） 

第３章 補則（第８条） 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，宇都宮市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２５年宇都宮市条例第２号。以下「基準条例」という。）第１６条第１項第１号

及び同条例附則第１５項第１号に規定するサービスの提供に要する費用の額並びに同

条例第１６条第３項に規定する生活費の上限額その他必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において，軽費老人ホームとは，老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第２０条の６に規定する軽費老人ホームのうち，市内に住所を有するものをいう。 

第２章 軽費老人ホームの利用料等 

（基本利用料） 

第３条 軽費老人ホームにおける入所者１人１か月当たりの基本利用料は，第４条に定め

るサービスの提供に要する費用，第５条に定める生活費及び第６条に定める居住に要す

る費用の合算額以下とする。 

（サービスの提供に要する費用） 

第４条 軽費老人ホームにおけるサービスの提供に要する費用（月額）は，別表第１のサ

ービスの提供に要する基本額（月額）に各種加算額等を加えた額とする。なお，サービ

スの提供に要する費用の助成基準額は，サービスの提供に要する費用（月額）から，別

表第２の本人からの徴収額（月額）を差し引いた額とする。 

２ 各種加算額等については，次の各号に掲げるとおりとし，それぞれの要件に該当する

場合，第１項のサービスの提供に要する費用（月額）に合算する。 

  ボイラー技士雇上費（月額） 

ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和４７年労働省令第３３号）第１条第１号の規

定によるボイラーを設置しており，当該ボイラーを取り扱うためにボイラー技士の免

許を受けた者を１年間継続して雇い上げることが明らかな施設を対象とし，
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２０１，５００円を定員で除して得た額（月額）とする。 

  入所者処遇特別加算（月額） 

高齢者等を非常勤職員として雇用している施設であって，「入所者処遇特別加算費

の取り扱いについて」（平成２年６月１８日社施第８６号厚生省社会局長，大臣官房

老人保健福祉部長通知）に定めるところに準じて認定された施設を対象とし，次によ

り算出した額（月額）とする。 

１，０１６，０００円の範囲内の額／（定員×１２） 

  単身赴任手当加算（月額） 

職員のうち単身赴任者が存する施設であって，「生活保護施設等における単身赴任

手当の加算について」（平成２年６月１８日社施第８７号厚生省社会局長，大臣官房

老人保健福祉部長通知）に定めるところに準じて単身赴任手当加算を必要とするもの

と認定された施設を対象とし，同通知に掲げる額を当該施設の定員で除して得た額と

する。 

  施設機能強化推進費（月額） 

施設機能の充実強化を推進している施設であって，「社会福祉施設における施設機

能強化推進費の取扱いについて」（昭和６２年７月１６日社施第９０号厚生省社会局

長通知）に定めるところに準じて施設機能強化推進費を必要とするものと認定された

施設を対象とし，次により算出した額とする。 

７５０，０００円の範囲内の額／（定員×１２） 

  民間施設給与等改善費（月額） 

地方公共団体の経営する施設以外の施設（ただし，昭和４６年７月１６日社庶第

１２１号厚生省社会局長通知，児童家庭局長通知にいう社会福祉事業団等の経営施設

を除く。）であって，「社会福祉施設における民間施設給与等改善費の取扱いについ

て」（昭和６３年５月２７日社施第８４号厚生省社会局長通知）に定めるところに準

じて民間施設給与等改善費の加算を必要とするものと認定された場合に算定するもの

とし，サービスの提供に要する基本額（月額），ボイラー技士雇上費（月額），入所

者処遇特別加算（月額），単身赴任手当加算（月額）及び施設機能強化推進費（月額）

の合算額に，同通知に定めるところにより決定された加算率を乗じ，円未満を切り捨

てた額とする。なお，特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設については，特定

施設入居者生活介護の対象者について，共通職員のみにより算定した民間施設給与等
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改善費を算定し，それ以外の入所者との単価と区分して用いるものとする。 

（生活費） 

第５条 軽費老人ホームにおける生活費（食材料費及び共用部分の光熱水費に限る。）の

月額は，次の額とする。 

１人当たりの額 冬期加算額（１１月から３月まで） 

４６，０９０円 ２，６６０円

（居住に要する費用） 

第６条 軽費老人ホームにおける居住に要する費用（月額）の設定及び支払い方式につい

ては，次の各号に掲げるとおりとする。 

  居住に要する費用については，次に定めるところによる一括支払い方式，分割支払

い方式又は併用支払い方式のうち，入所者本人の意向に十分に配慮しつつ，原則とし

て分割支払い方式をとるよう努めるものとする。 

ア 一括支払い方式 

施設の建設年次の施設整備費（土地取得費を除く。）から，国庫補助額，栃木県

補助額，本市補助額，民間施設給与等改善費の管理費加算等のうち借入金返還予定

額，本市等の借入金返還助成額等公的補助額を差し引いた設置者負担額の範囲内の

額を定員又は入所者数に応じて配分した額（以下「居住費基礎額」という。）を基

礎とし，一括納入する方式をいう。なお，民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第７条第１項の規定に基づ

き選定され，施設の貸与を受けて運営している場合には，「建設年次の施設整備費」

とあるのを「施設及び施設用地の賃借料総額を現在価値で換算した額」と読み替え

るものとする。 

イ 分割支払い方式 

居住費基礎額に一定の期間の月数（２０年を標準とする。）の利息を加えた額を

当該月数で除して得た額を定期的に納入する方式をいう。 

ウ 併用支払い方式 

居住費基礎額のうち，一定額を一括納入させるとともに，残余の額に一定の期間

の月数（２０年を標準とする。）の利息を加えた額を当該月数で除して得た額を定

期的に納入する方式をいう。 

  この居住に要する費用の設定は，上限を示したものであり，その範囲内で地域のニ
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ーズ等を勘案し，設定することは差し支えないものとする。 

  軽費老人ホームが開所し，一定期間経過した後入所する者については，当初からの

入所者との均衡及び施設の老朽化に伴う修繕費，改築等に要する費用が必要となるこ

と等に鑑み，居住費基礎額の範囲内で居住に要する費用を設定することができる。 

  入所者が一定の期間（２０年を標準とする。）未満の期間以内に退所した場合にお

いては，一括支払い方式で支払われた居住に要する費用又は，併用支払い方式による

一括納入金を一定の期間（２０年を標準とする。）から経過期間を差し引いた期間に

応じ，均等払いで，退所時に利用者に返還するものとする。なお，軽費老人ホーム単

独経営の社会福祉法人など財政基盤が十分でないと判断される場合であって，かつ，

着工時において相当数の入所者が確保されていない場合については，十分な入所者を

確保し，安定的な経営が見込まれるまでの間について，入居金の返還債務について銀

行保証等を付すものとする。 

２ 居住に要する費用は，入所者の所得の低い場合や夫婦で利用する場合等入所者の実態

に応じ，一定の範囲内で減額することができる。 

（特別運営関係） 

第７条 軽費老人ホームにおける特別運営費は民間施設給与等改善費が適用されている施

設を対象とし，施設の定員規模に応じ次の額（本人からの徴収額（年額）を限度額とす

る。）とする。 

定 員 規 模 年 額 

人

１０～ １９  

２０～ ２９  

３０～ ３９  

４０～ ４９  

５０～ ６０  

６１～ ７０ 

７１～ ８０ 

８１～ ９０ 

９１～１００ 

円

４０，０００

５０，０００

７０，０００

９０，０００

１１０，０００

１３０，０００

１５０，０００

１７０，０００

１９０，０００
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１０１～１２０ 

１２１～１４０ 

１４１～１６０ 

１６１～１８０ 

１８１～２００ 

２０１～ 

２２０，０００

２６０，０００

３００，０００

３４０，０００

３８０，０００

４２０，０００

２ 対象経費は，次の各号に掲げるとおりとする。 

  施設経営者等が実施する利用者及びその家族に対する説明会等の開催に要する経費 

  利用料改訂に伴う利用者との契約更新時の説得等に要する経費 

  利用者からの要請等により行う環境整備等に要する経費 

  契約更新に係るトラブル等の対策費（弁護士の雇上費，利用料未納分への充当等） 

  その他施設会計において支出できるあらゆる経費 

３ 経理の方法等は，次の各号に掲げるとおりとする。 

  特別運営費は，サービスの提供に要する費用の実徴収額から充当するものとする。 

  別表第２の本人からの徴収額（月額）には，特別運営費に相当する額は含まれない

ものとする。 

  特別運営費は，減免した経費とみなし補助対象経理として取り扱うものとする。 

  特別運営費は，施設会計から本部会計へ繰入れて支出することとし，施設会計にお

いては，「利用者負担金収入」に「特別収入」の小区分を設け，「本部会計繰入金支

出」に「特別運営費」の小区分を設け経理することとし，また，本部会計においては，

「施設会計繰入金収入」に「特別収入」の小区分を設け，各々の支出に対応する勘定

科目に「特別運営費」の小区分を設け経理する等その収支を明確にすることとする。 

第３章 補則 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

制定文（平成２５年４月１日告示第１６１－１５号） 

この要綱は，平成２５年４月１日から適用する。 

改正文（平成２６年４月１日告示第１６０－２７号） 

この要綱は，平成２６年４月１日から適用する。 
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別表第１ 

サービスの提供に要する基本額（月額） 

 

軽費老人ホーム 

 

１ 留意事項 

特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設については，サービスの提供に要する基

本額（月額）について以下のとおりとなる。 

 
サービスの提供に要する基本額（月額） 備    考  

特定施設入居者生活介護

の利用者  
 ， ， ， のいずれか 

 ＋ ， ＋ の組み

合わせについては，一

般入所者が３０人以下

の場合を除く。 上記以外の一般入所者 上記に 又は を加えた額 

 

２ サービスの提供に要する基本額（月額） 

入所者数 

  単独設置 

 
  介護職員１名を配置 

 しない場合 

人

２０ 

円

１３３，９１０

円

１１１，９６０

２１－ ３０ ８９，７１０ ７５，１４０

３１－ ４０ ７８，６８０ ６７，６６０

４１－ ５０ ７０，０９０ ６１，２９０

５１－ ６０ ５９，２６０ ５１，９８０

６１－ ７０ ５６，０３０ ４９，７６０

７１－ ８０ ４９，２５０ ４３，６９０

８１－ ９０ ４８，６４０ ４３，７９０

９１－１００ ４３，８９０ ３９，６４０

１０１－１１０ ４２，２７０ ３８，３３０

１１１－１２０ ３８，８３０ ３５，２９０

１２１－１３０ ３９，４４０ ３６，１００

１３１－１４０ ３６，７１０ ３３，５７０

１４１－１５０ ３５，４００ ３２，４６０
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入所者数 

  併設設置 

 
  介護職員１名を配置 

 しない場合 

人

１０－ １４ 

円

１３７，９５０

円

９３，９６０

１５－ １９ ９２，４４０ ６３，０１０

２０－ ２９ ８７，６９０ ６５，８４０

３０ ６３，６１０ ４８，８５０

３１－ ４０ ５８，９６０ ４８，０４０

４１－ ５０ ４７，４３０ ３８，６３０

５１－ ６０ ３９，７４０ ３２，３６０

６１－ ７０ ３４，１８０ ２８，０１０

７１－ ８０ ３０，１４０ ２４，５７０

８１－ ９０ ３１，８６０ ２６，９００

９１－１００ ２８，７２０ ２４，３７０

１０１－１１０ ２７，８１０ ２３，９７０

１１１－１２０ ２５，５８０ ２２，０４０

１２１－１３０ ２７，３００ ２３，９７０

１３１－１４０ ２５，４８０ ２２，３５０

１４１－１５０ ２４，７８０ ２１，８４０

 

入所者数 

  特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合 
  単独設置  

 共通職員   生活相談員１名を置 
 かない場合 

人

２０ 
円

１００，３７０

円

７７，３８０

２１－ ３０ ６７，２４０ ５２，０９０

３１－ ４０ ５０，８８０ ３９，３４０

４１－ ５０ ４７，６７０ ３８，５４０

５１－ ６０ ４０，６５０ ３３，０２０

６１－ ７０ ４０，０４０ ３３，５２０

７１－ ８０ ３５，２３０ ２９，５００

８１－ ９０ ３１，４１０ ２６，２９０

９１－１００ ２８，４００ ２３，７８０

１０１－１１０ ２８，１００ ２３，８８０

１１１－１２０ ２５，７９０ ２２，０８０

１２１－１３０ ２７，４００ ２３，９８０

１３１－１４０ ２５，５９０ ２２，３８０

１４１－１５０ ２４，８９０ ２１，８８０
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入所者数 

  特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合 
併設設置 

共通職員   生活相談員を１名置 

 かない場合 

人

１０－ １４ 

円

７１，６６０

円

２５，７９０

１５－ １９ ４８，１７０ １７，６６０

２０－ ２９ ５４，３００ ３１，５１０

３０ ４１，３５０ ２６，０９０

３１－ ４０ ３１，３１０ １９，７７０

４１－ ５０ ２５，２９０ １６，０５０

５１－ ６０ ２１，２７０ １３，６５０

６１－ ７０ １８，４６０ １１，８４０

７１－ ８０ １６，２６０ １０，５３０

８１－ ９０ １４，５５０ ９，５３０

９１－１００ １３，２４０ ８，７３０

１０１－１１０ １３，８５０ １３，８５０

１１１－１２０ １２，７４０ １２，７４０

１２１－１３０ １５，３５０ １１，８４０

１３１－１４０ １４，３５０ １１，１４０

１４１－１５０ １４，３５０ １１，３４０

 

一  般 

入所者数 

  特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合 
  単独・併設共通 

一般入所者に対する 
介護職員 

  一般入所者に対する 
 介護職員を１名置かな 
 かった場合 

人

２０ 

円

３３，２２０

円

１１，６４０

２１－ ３０ ２１，６８０ ７，２２０

３１－ ４０ ２７，２００ １６，２６０

４１－ ５０ ２１，６８０ １２，９４０

５１－ ６０ １８，０６０ １０，８４０

６１－ ７０ １５，４５０ ９，２３０

７１－ ８０ １３，５５０ ８，１３０

８１－ ９０ １６，８６０ １２，０４０

９１－１００ １５，１５０ １０，８４０

１０１－１１０ １３，７５０ ９，８３０

１１１－１２０ １２，６４０ ９，０３０

１２１－１３０ １１，７４０ ８，２３０

１３１－１４０ １０，８４０ ７，７２０

１４１－１５０ １０，１３０ ７，１２０
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別表第２ 

本人からの徴収額（月額） 

 

軽費老人ホーム 

 

対象収入による階層区分 費用徴収額（月額） 

１ １，５００，０００円以下 １０，０００円 

２ １，５００，００１円 ～ １，６００，０００円 １３，０００円 

３ １，６００，００１円 ～ １，７００，０００円 １６，０００円 

４ １，７００，００１円 ～ １，８００，０００円 １９，０００円 

５ １，８００，００１円 ～ １，９００，０００円 ２２，０００円 

６ １，９００，００１円 ～ ２，０００，０００円 ２５，０００円 

７ ２，０００，００１円 ～ ２，１００，０００円 ３０，０００円 

８ ２，１００，００１円 ～ ２，２００，０００円 ３５，０００円 

９ ２，２００，００１円 ～ ２，３００，０００円 ４０，０００円 

１０ ２，３００，００１円 ～ ２，４００，０００円 ４５，０００円 

１１ ２，４００，００１円 ～ ２，５００，０００円 ５０，０００円 

１２ ２，５００，００１円 ～ ２，６００，０００円 ５７，０００円 

１３ ２，６００，００１円 ～ ２，７００，０００円 ６４，０００円 

１４ ２，７００，００１円 ～ ２，８００，０００円 ７１，０００円 

１５ ２，８００，００１円 ～ ２，９００，０００円 ７８，０００円 

１６ ２，９００，００１円 ～ ３，０００，０００円 ８５，０００円 

１７ ３，０００，００１円 ～ ３，１００，０００円 ９２，０００円 

１８ ３，１００，００１円以上 全    額 

（注１）この表における「対象収入」とは前年の収入（社会通念上収入として認定するこ

とが適当でないものを除く。）から，租税，社会保険料，医療費，当該施設における

特定施設入居者生活介護の利用者負担分等の必要経費を控除した後の収入をいう。 

（注２）対象収入及び必要経費については「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いにつ

いて」（平成１８年１月２４日老発第０１２４００４号）の「１「対象収入」につい

て」の取扱いによるほか，「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱い細則について」

（平成１８年１月２４日老計発第０１２４００１号）の第２の１の（１）「「前年」

の対象収入の取扱い」，（３）「収入として認定するものの取扱い」，（４）「必要経費

の取扱い」に準じ取扱うものとする。 

（注３）本人からの徴収額（月額）は上表により求めた額とする。 

ただし，その額が当該施設におけるサービスの提供に要する費用を超えるときは，
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当該施設のサービスの提供に要する費用を本人からの徴収額（月額）とする。 

（注４）夫婦で入居する場合については，夫婦の収入及び必要経費を合算し，合計額の２

分の１をそれぞれ個々の対象収入とし，その額が１５０万円以下に該当する場合の

夫婦のそれぞれの費用徴収額については，上記表の額から３０％減額した額を本人

からの費用徴収額とする。この場合，１００円未満の端数は切り捨てとする。 

（注５）利用料の負担が困難な状況である者については，必要に応じて生活保護担当部局

と連携し，生活保護の申請手続等の援助等を行うものとする。 


